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市庁舎窓口に透明ボードが設置 

 

 以前から、住民・職員の双方から、「町田市

の本庁舎と出先機関を含めて、窓口受付に遮

蔽シートを設置してください」という要望が

議員に出ていました。 

すでに、一般のコンビニエンスや小売店の

販売カウンターではビニールシートが使用さ

れる場合もありますが、コロナウイルス感染

防止の考えで設置が進むものです。東京都の

施設に若干遅れて、町田市庁舎にも透明なプ

ラボードが設置されました。 

 
観察すると、来庁者が一番多い１Ｆの委託

業務受付、あるいはその他それぞれの担当窓

口にもプラボードが設置され、来庁者にも職

員従事者にも、若干の安心感を持たれていま

す。ただし、窓口の形に合わせて、既製品の

透明ボード類を急造で設置したために、高

さ・幅において完全とは思えない状態になっ

ています。利用に当たっては、来庁者・受付

職員の双方が気遣っての会話が必要だろうと

思います。コロナウイルス感染防止の観点で

設置されるものですので、皆さんにご理解を

求めたいと思います。 

町田市内のコロナ感染者発生数について 

 ようやく４月１日以降、コロナウイルス感

染者数を東京都でも市区町村ごとに公表され

ました。東京都が従来の非公開方針を変更し

たものです。今でも、感染者が町田市のどの

付近で発生したかもわからず、一般には教え

ない方針が継続しています。唯一分かるケー

スは、感染者が出た事業所や会社が自主的に

発表した時に限ります。少なくても、感染者

の行動情報を行動地点名までは公表する方向

転換が行政にとって必要です。 

人が通過する場所の徹底消毒 
日本は個人に対して、「手を丁寧に洗いな

さい」、「３密を避けなさい」という要請でコ

ロナウイルス感染防止を求めてきました。コ

ロナウイルス感染から立ちあがった近隣諸国

では、行政が街全体の消毒に力を入れ、感染

者を激減させています。東京都内では、感染

者発生場所の公表をしないで、保健所がひっ

そり消毒作業を小範囲で実施しているに過ぎ

ません。早々に、人が通過・滞在する場所を

広範囲に徹底諸毒する事業が欠かせないとい

うのが議会の立場からの要求です。 

 

★ 町田市議会日程：5月上旬に臨時議会を開催。第 2定例会の主な日程は、告示・議案配布

5/28,一般質問通告締切 6/1,本会議提案 6/4(請願受付締切),一般質問 6/9-15,委員会

6/17-19, 最終日表決 6/26 

＊コロナウイルス対策で、ただ今傍聴席の使用ができず、モニター視聴です。ご理解ください。 

連絡は電話・

メッセンジャ

ーも可能です 
連絡先 〒194-0011 町田市成瀬が丘1-14-12サ
ンホワイトＥ103-13（自宅） 個人メールは→ 

議会事務局の受付は２枚のボードを 

つないで設置 

ドラックストアーにも大勢の人が集まる 
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町田市にコロナＰＣＲ検査場所が開設 

保守の会は保健所・市民病院の支援を表明！ 

 ようやく、町田市内で、コロナウイルス感

染に関して、あらたにＰＣＲ検査専用施設

「地域外来・検査センター」が、４月 27日

より開設となりました。ただし、もよりの「か

かりつけ医」がＰＣＲ検査を必要と判断し、

このセンターに情報提供した上で、検査の予

約を行い、検査となります。＊利用に当たっ

ては、医療機関をたらい回しされることを避

けるために、これらの手続きは短時間の作業

で行われることになるはずです。 

＜対象者＞町田市民 

＜診療日時＞平日の 13時 30分-16時 30分 

＜開設場所＞サン町田体育館 地下駐車場 

 
＜主な流れ＞基本は診療所に事前に電話連

絡をして、そこで受診の要・不要判定があり、

かかりつけ医（以下、その医師と記述）で受

診した後、その医師がＰＣＲ検査の必要性の

有無を判断する手順です。そのＰＣＲ検査に

出向く際には、自家用車で移動が原則です。

検査結果は、その医師に連絡され、患者に伝

えられます。結果が陽性の場合は、その医師

が保健所に連絡し、その後は保健所が患者に

指示する手順が示されています。＊何分、「か

かりつけ医」の指示を基本にして下さい。 

１０万円給付内容は臨時市議会で審議  
 国民１人に 10 万円を支給することがよう

やく国会で決まりました。ただし、それが国

から直接国民に届けられるのではなく、各市

区町村を通じて支給されることになりまし

た。合わせて、児童手当も若干の増額される

ことになっています。ただし、こちらは受給

者資格などの詳細は関係者が事前に市役所

に問い合わせをした方が良いでしょう。 

 この国民１人に 10 万円を支給の件は、何

度も報道されていますが、実際の支給はその

通知を含めて世帯主を対象に行われるため、

個々の家族が受け取る方式になっていませ

ん。さらに、この給付を受け取るためには、

当事者による書類の提出が必要となります。

その点、手続き不用の例のアベノマスクとは

全く異なった方法が採用されるので、放置し

ておくと決してもらえません。 

５月連休明けに市議会の臨時議会で、その

国民１人に 10 万円支給に関する予算案を審

議し、その予算が成立後、町田市からの正式

の案内が開始され、市民の申込が可能となり

ます。詳細は市役所本庁(722-3111)、出先窓

口、あるいは最寄りの市議会議員(36名)にお

尋ねください。 

 
出席議員名一覧(36名＋正副議長)のパネ 

 
◎町田市議会は定数 36名、議員は原則「会派」単位に活動し、一般質問は個人で行います。

採決は概ね「会派」単位、あるいは議員個人の判断で自由に賛否を決める場合もあります。 

請願は町田市議会事務局に、要望・相談は保守の会に。個人情報は規定に基づき厳守されます。 


